
平成™�年�月™日 水曜日 (号外第˜›Ÿ号)官 報

予
防
接
種
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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第
一
条
の
二
第
一
項
の
表
ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

水
痘

生
後
十
二
月
か
ら
生
後
三
十
六
月
に
至
る
ま
で
の
間
に
あ
る
者

第
一
条
の
二
第
一
項
の
表
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
項
第
二
号
中
「
呼
吸
器
の
機
能
」
の
下
に
「
の
障
害
」
を
加
え
、「
機

能
に
」
を
「
機
能
の
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

肺
炎
球
菌
感
染

症
（
高
齢
者
が

か
か
る
も
の
に

限
る
。）

一

六
十
五
歳
の
者

二

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
の
者
で
あ
っ
て
、
心
臓
、
腎
臓
若
し
く
は
呼
吸
器
の
機
能

の
障
害
又
は
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
の
機
能
の
障
害
を
有
す
る
も
の
と
し

て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

平成™�年�月™日 水曜日 (号外第˜›Ÿ号)官 報
政
令
第
二
百
四
十
七
号

予
防
接
種
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
第
十
二
号
及
び
第
三
項
第
二
号
並
び

に
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

予
防
接
種
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
痘
そ
う
」
を
「
次
に
掲
げ
る
疾
病
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

痘
そ
う

二

水
痘

第
一
条
の
二
第
二
項
中
「
二
年
」
の
下
に「（
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
高
齢
者
が
か
か
る
も
の
に
限
る
。）に
係
る
同
項
の

規
定
に
よ
る
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
別
の
事
情
が
な

く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
）」を
加
え
、
同
条
を
第
一
条
の
三
と
す
る
。

第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
政
令
で
定
め
る
Ｂ
類
疾
病
）

第
一
条
の
二

法
第
二
条
第
三
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
疾
病
は
、
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
高
齢
者
が
か
か
る
も
の
に

限
る
。）と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
改
正
後
の
第
一
条
の
三
第
一
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
水
痘
の
項
中
「
生
後
三
十
六
月
」
と
あ
る
の
は
「
生
後
六
十
月
」
と
、
同

表
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
高
齢
者
が
か
か
る
も
の
に
限
る
。）の
項
第
一
号
中
「
六
十
五
歳
の
者
」
と
あ
る
の
は
「
平
成

二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
百
歳
以
上
の
者
及
び
同
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
に
六
十
五
歳
、
七
十
歳
、
七
十
五
歳
、
八
十
歳
、
八
十
五
歳
、
九
十
歳
、
九
十
五
歳
又
は
百
歳
と
な
る
者
」
と

す
る
。

３

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
改
正
後
の
第
一
条
の
三
第
一

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
高
齢
者
が
か
か
る
も
の
に
限
る
。）の
項
第
一
号
中

「
六
十
五
歳
の
者
」
と
あ
る
の
は
、「
六
十
五
歳
、
七
十
歳
、
七
十
五
歳
、
八
十
歳
、
八
十
五
歳
、
九
十
歳
、
九
十
五

歳
又
は
百
歳
と
な
る
日
の
属
す
る
年
度
の
初
日
か
ら
当
該
年
度
の
末
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
」
と
す
る
。
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